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令和５年２月文京区議会定例議会追加提案事項 
 

 

 

１ 文京区個人情報の保護に関する法律施行条例（新規制定） 

⑴ 提案理由 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）の一部改正に

伴い、文京区における個人情報保護制度について必要な事項を定めるため、提案する。 

⑵ 主な内容 

ア 趣旨及び定義 

イ 責任者の設置 

実施機関（区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。以下同じ。）は、保有個人情報の

適正な管理及び安全確保を図るため、個人情報の保護管理に係る責任者を置く。 

ウ 事務の登録等 

実施機関は、個人情報を取り扱う事務の実施に際し、個人情報事務登録簿へ登録等を行い、当該個人情

報事務登録簿を閲覧に供する。 

エ 開示請求書の記載事項 

オ 不開示情報を開示できる期日の明示 

カ 開示決定等の期限等 

  実施機関は、法に規定する各期間内において、速やかに開示決定等を行うよう努める。 

キ 手数料等 

  開示請求に係る手数料は無料とし、開示の実施に係る写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者

の負担とする。 

ク 審議会への諮問等 

 (ア ) 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必

要であると認めるときは、文京区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会（以下「審議会」とい

う。）に諮問することができる。 

 (イ ) 実施機関は、個人情報の取扱いに係る状況を適切に把握するため、毎年一回、当該状況について審議

会へ報告する。ただし、実施機関が必要があると認めるときは、随時審議会へ報告することができる。 

ケ 運用状況の公表 

  区長は、毎年一回、各実施機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表する。 

⑶ 施行期日等 

ア 施行期日 令和５年４月１日 

イ 文京区個人情報の保護に関する条例（平成５年３月文京区条例第６号。以下「旧条例」という。）の廃 

 止 

ウ 旧条例の廃止に伴う経過措置 

旧条例における実施機関等の義務、施行期日前になされた自己情報の開示等の請求の取扱い等について

は、従前の例によることとする経過措置を定める。 

エ 文京区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年６月文京区条例第２５号）の

一部改正 

  引用法令の整備「文京区個人情報の保護に関する条例（平成５年３月文京区条例第６号）」→「個人情

報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」（第９条第１項） 
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２ 文京区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の一部改正に伴い、規定を整備する

ため、提案する。 

⑵ 改正内容 

  ア 審議会の所掌事務を、次に掲げる事項について実施機関の諮問に応じて審議し、答申することへ変更し、

当該事項について実施機関へ建議を行うことができることとする。（第２条） 

(ア) 情報公開制度の運営に関する重要事項に関すること。 

(イ) 文京区個人情報の保護に関する法律施行条例第９条第１項の規定等により実施機関が個人情報の適正

な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めた事項に関する

こと。 

(ウ) 特定個人情報保護評価等に関し、実施機関が特定個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知

見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めた事項に関すること。 

(エ) 死者に関する情報に関すること。 

  イ その他規定の整備 

⑶ 施行期日 令和５年４月１日 

 

 

３ 文京区情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の一部改正に伴い、規定を整備する

ため、提案する。 

⑵ 改正内容 

 ア 保有個人情報の開示、訂正又は利用停止に関する審査請求に係る根拠規定について、引用法令の整備を

行う。（第２条） 

 イ その他規定の整備 

⑶ 施行期日 令和５年４月１日 

 

 

４ 文京区職員定数条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 職員配置の見直しに伴い、職員の定数を改めるため、提案する。 

 ⑵ 改正内容（第２条第１項） 

ア 区長の事務部局の職員        １，５４５人 → １，５６８人（２３人増） 

イ 議会の事務部局の職員           １０人 →    １０人（増減なし） 

ウ 教育委員会の事務部局の職員       ２１２人 →   ２１３人（１人増） 

エ 教育委員会の所管に属する学校の職員   １５７人 →   １５５人（２人減） 

オ 選挙管理委員会の事務部局の職員       ７人 →     ７人（増減なし） 

カ 監査委員の事務部局の職員          ６人 →     ６人（増減なし） 

合計                １，９３７人 → １，９５９人（２２人増） 

⑶ 施行期日 令和５年４月１日 
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５ 文京区印鑑条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 移動端末設備を用いた印鑑登録証明の申請に係る規定を整備するため、提案する。 

⑵ 改正内容（第１９条の２） 

移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備を利用し、

印鑑登録証明書の交付を申請することができることとする。 

⑶ 施行期日 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第３７号）第４

９条の規定の施行の日 

 

 

６ 文京区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 手数料に係る特例の適用期限を延長するため、提案する。 

⑵ 改正内容 

令和３年６月１日前に食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）等に係る営業の許可を受けていた者が当

該営業の継続のために営業の許可の申請を行う場合において、適用される更新申請手数料の額が改正前の条

例に基づく更新申請手数料の額を超えるときは、当該改正前の条例に基づく更新申請手数料の額を適用する

こととする特例について、適用期限を１年延長し、令和６年３月３１日までとする。（付則第４項） 

 ⑶ 施行期日 公布の日 

 

 

７ 文京区建設事務手数料条例の一部を改正する条例 

 ⑴ 提案理由 手数料の徴収に係る区分を改めるほか、規定を整備するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容 

ア 低炭素建築物新築等計画及び建築物エネルギー消費性能向上計画について、共同住宅等における住戸単

位の認定が廃止されたことに伴い、当該認定及び変更認定の申請に係る手数料の規定を削る。（別表第２

及び別表第３） 

イ その他規定の整備 

⑶ 施行期日 公布の日 

 

 

８ 文京区自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 江戸川橋Ｂ自転車駐車場に一時利用制自転車駐車場を新設するため、提案する。 

⑵ 改正内容 

   一時利用制自転車駐車場の新設（別表第１） 

江戸川Ｂ自転車駐車場  東京都文京区関口一丁目２０番先 

⑶ 施行期日 令和５年６月１日 

 

 

９ 文京区子ども・子育て会議条例等の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）の一部改正に伴い、

規定を整備するため、提案する。 

 ⑵ 改正条例  

ア 文京区子ども・子育て会議条例（平成２５年６月文京区条例第３１号） 

イ 文京区保育所における保育に関する条例（昭和６２年３月文京区条例第１１号） 

ウ 文京区立認定こども園条例（平成２７年１０月文京区条例第６８号） 

 ⑶ 改正内容 法の一部改正に伴う引用条文の整備 

⑷ 施行期日 令和５年４月１日 
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10 文京区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関

する基準（平成２６年内閣府令第３９号）等の一部改正に伴い、規定を整備するため、提案する。 

⑵ 改正内容  

ア 懲戒に係る権限の濫用禁止に係る規定の削除（第２６条） 

イ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の一部改正に伴う引用条文の整備 

⑶ 施行期日 公布の日。ただし、⑵イについては令和５年４月１日 

 

 

11 文京区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）の一部改

正に伴い、規定を整備するため、提案する。 

⑵ 改正内容 

ア 家庭的保育事業者等に対し、利用乳幼児の安全の確保を図るための安全計画を策定し、当該計画に従っ

て必要な措置を実施すること等を義務付けることとする。（第７条の２） 

イ 家庭的保育事業者等に対し、利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは乗降時の点呼等による

所在確認を、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行するときはブザー等の設置及びこれに

よる降車時の所在確認を行うことを義務付けることとする。（第７条の３） 

 ウ 懲戒に係る権限の濫用禁止に係る規定の削除（第１３条） 

 エ その他規定の整備 

⑶ 施行期日 公布の日。ただし、⑵ア、イ及びエについては令和５年４月１日 

 

 

12 公園再整備工事（文京区立文京宮下公園）請負契約 

⑴ 契約の目的  公園再整備工事（文京区立文京宮下公園） 

⑵ 契約の方法  制限付き一般競争入札による契約 

⑶ 契約金額   金２億２，７４８万円 

⑷ 契約の相手方 東京都港区三田四丁目７番２７号 

         株式会社日比谷アメニス 

         代表取締役 伊藤幸男 

【参考】 

① 工   期  契約締結の翌日から令和６年３月１日まで 

② 支出科目等  令和４年度 一般会計 総務費 防災対策費 

土木費 公園緑地費 

令和５年度 債務負担行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

13 文京区立元町公園整備工事（第一期）請負契約 

⑴ 契約の目的  文京区立元町公園整備工事（第一期） 

⑵ 契約の方法  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８号の規定による

随意契約 

⑶ 契約金額   金２億４，３１８万３，６００円 

⑷ 契約の相手方 東京都文京区後楽一丁目１番１３号小野水道橋ビル４階 

         株式会社小野組東京支店 

         東京支店長 松岡毅 

【参考】 

① 工   期  契約締結の翌日から令和５年１２月２０日まで 

② 支出科目等  令和４年度 一般会計 土木費 公園緑地費 

令和５年度 債務負担行為 

 

 

14 訴えの提起について 

 ⑴ 提案理由 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により、提案する。 

 ⑵ 相手方 

   区営住宅に居住していた者 

 ⑶ 概要 

   相手方は、区営関口二丁目アパート（以下「本件住宅」という。）に居住していた際の使用料及び共益費

並びに原状回復及び残置物の処分に要した費用（以下「使用料等」という。）を長期にわたり滞納しており、

区の再三にわたる催告にもかかわらず、これを支払わなかった。 

   このため、区は、本件住宅の使用料等について、相手方に対し、令和４年１０月２８日を期限として連絡

をするよう通知をしたが、相手方は、当該期限を過ぎた後もこれに応じていない。 

 ⑷ 請求の趣旨 

  ア 相手方に対し、使用料等滞納分を支払うことを求める。 

  イ 訴訟費用は、相手方の負担とする。 

  ウ 仮執行の宣言を求める。 

 ⑸ 訴訟遂行の方針 

   訴訟において請求が認容されないときは、上訴するものとする。 

 【参考】 

  使用料等滞納分  １，２０２，８９０円 

 

 

15 令和４年度文京区一般会計補正予算 

 

 

16 令和４年度文京区国民健康保険特別会計補正予算 

 

 

17 令和４年度文京区介護保険特別会計補正予算 

 

 

18 令和４年度文京区後期高齢者医療特別会計補正予算 

 

 


